
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】平成２８年８月１日（２０１６．８．１）
（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１５５５１６６号（Ｄ１５５５１６６）
（２４）【登録日】平成２８年７月１日（２０１６．７．１）
（５４）【意匠に係る物品】ブレスレット用プレート
（５２）【意匠分類】Ｂ３－４９
（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１０）Ｃｌ．１１－０１
（２１）【出願番号】意願２０１５－２４８２３（Ｄ２０１５－２４８２３）
（２２）【出願日】平成２７年１１月６日（２０１５．１１．６）
（７２）【創作者】
【氏名】堀　泰典
【住所又は居所】三重県四日市市泊町７番６号
（７２）【創作者】
【氏名】堀　敏子
【住所又は居所】三重県四日市市泊町７番６号
（７２）【創作者】
【氏名】堀　綾花
【住所又は居所】三重県四日市市泊町７番６号
（７３）【意匠権者】
【識別番号】５９３１５２３８４
【氏名又は名称】堀　泰典
【住所又は居所】三重県四日市市泊町７番６号
（７３）【意匠権者】
【識別番号】５１５３０８３７２
【氏名又は名称】ホーリーアズン株式会社
【住所又は居所】三重県四日市市泊町６－８
（７４）【代理人】
【識別番号】１００１０８２８０
【弁理士】
【氏名又は名称】小林　洋平
【審査官】山永　滋　　　
（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、ブレスレット用鎖に取り付けて使用されるものであり、その背面
側には、三ヶ所の円形溝が設けられており、各円形溝には、それぞれ三本のピンが立ててあるブレスレット用プ
レートである。
（５５）【意匠の説明】参考斜視図１は、正面側から見たもの、参考斜視図２は、背面側から見たものである。
【図面】
【正面図】



【背面図】

【平面図】

【底面図】

【右側面図】

【左側面図】

(2)                       意匠登録１５５５１６６
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